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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年６月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１月９日 ０８時５０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市野母
の も

浦
うら

北東部の岩礁域 

 樺島港外防波堤灯台から真方位３４８°６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３４.５５′ 東経１２９°４６.６６′） 

事故調査の経過  平成２７年１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

作業船 弥
や

太
た

丸、２.９６トン 

 ＮＳ３－４３２７９（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.７４ｍ（Lr）×２.０４ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４０.４５kＷ、昭和５３年３月７日 

 第２９２－４６９８５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年１２月１７日 

  免許証交付日 平成２６年７月１５日 

         （平成３１年７月１５日まで有効） 

調査員Ａ 男性 ３５歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に亀裂及び擦過傷、舵板、プロペラ翼及びプロペラ軸に曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、調査員２人（以下「調査員Ａ」及

び「調査員Ｂ」という。）を乗せ、平成２７年１月９日０８時３０分

ごろ長崎市脇
わき

岬
みさき

港を出港し、野母浦北東部における環境調査の底質

調査地点のうち、岩礁域にある最初の調査地点（以下「本件調査地

点」という。）に向かった。 

 本船は、船長が操舵室で立って手動操舵を行い、調査員Ａが前部甲

板左舷側で調査器具等を準備し、調査員Ｂが、船首のやり出しで携帯

型ＧＰＳ装置を片手に持ち、事前に緯度経度を登録しておいた本件調

査地点までの方位及び距離を見ながら、もう片方の手で合図を行い、

船長に位置を指示して誘導し、本件調査地点に北西方から接近した。 

 船長は、調査員Ｂの合図で本件調査地点に着いたことを知り、船首
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を南東方に向けた態勢で本件調査地点に本船を停留させた。 

 調査員Ａは、風下側となった前部甲板左舷側で、調査員Ｂは、風上

側となった同甲板右舷側で採
さい

泥器
で い き

と称する調査器具をそれぞれ海中に

投入し、本件調査地点で水深約３ｍの‘海底から砂を採取する作業’

（以下「本件採取作業」という。）を開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

       図１ 採泥器及び本件採取作業の概略図 

 本船は、野母浦北東部の岩礁域において、調査員２人が本件採取作

業を行い、船長が、後部甲板右舷側で調査員Ｂからの次の合図を待っ

ていたところ、右舷船尾方からの風を受けて圧流されたので、機関を

後進にかけたものの、０８時５０分ごろ岩礁に乗り揚げた。 

 本船は、機関を使用して離礁したが、操舵不能状態で野母浦北東部

奥の海岸に向けて圧流され始めたので、船長が水難救難所に救助を依

頼し、調査員Ａが１１８番に通報した。 

 本船は、船長の指示で調査員Ｂが船首から投錨したものの、走錨し

たので、船長が海中に入り、岩の間に錨を入れて錨泊した。 

 本船は、来援した僚船により引き出された後、脇岬港の造船所にえ
．

い
．
航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４～５ 

海象：波高 約０.６～１ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約２２０

㎝（脇岬） 

 長崎市では、１月８日２１時４０分に長崎地方気象台から発表され

た強風、波浪注意報が、本事故時も継続中であった。 

 その他の事項 

 

 本船は、ふだん、漁船又は瀬渡船として運航されていた。 

 船長は、３０歳ぐらいから素潜り漁を行っており、１０年以上前に

野母浦北東部で素潜り漁を行ったことがあったので、ある程度は海底

の地形などを知っていたが、小さな瀬や航行に危険な岩礁の位置など

を、詳細には把握していなかった。 

 船長は、野母浦北東部において、平成２６年９月及び１２月に本船

で底質調査の作業に従事したが、調査員が、海底の状況を見ながら本

件採取作業を行うので、危険な岩礁などを把握しているものと思って

いた。 

 船長は、脇岬においては、風及び波の注意報等が発表されていて

も、風向によっては、島陰となって問題なく航行できることから、テ

採泥器 
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レビで天気予報を確認したものの、同注意報等はあまり気にしておら

ず、本事故当時、西～北西の風であり、脇岬港の定係地では風が強い

とは感じていなかったので、作業を実施できるものと思って出港し

た。 

 船長は、樺島大橋を通過した頃、風が強いと感じたが、風が強い状

況下では、危険な岩礁などを把握している調査員が、危険な岩礁が間

近にある調査地点を避けるものと思った。 

 船長は、調査員２人が、それぞれ右舷側と左舷側から海底を見なが

ら本件採取作業を行うので、近くに危険な岩礁があれば、いずれかの

調査員から報告があるものと思っていた。 

 調査員Ａは、底質調査の作業責任者であり、本事故の前日から強

風、波浪注意報が発表されていることを知っていたが、本事故当日、

脇岬で本件採取作業の実施の可否を判断するため、０７時３０分ごろ

脇岬に到着し、０８時１５分ごろまで気象及び海象の状況を観察し

た。 

 調査員Ａは、木の揺れ方や波の状況から、北寄りの風、風速約５～

６m/s、波高約０.６ｍと目測し、自社の作業中止基準（風速１０m/s

以上、波高０.７ｍ以上）に達していないので、本件採取作業が実施

できるものと思った。 

 調査員Ａは、本件採取作業を満潮の前後約２時間の間に行うことに

しており、本事故当日は、１０時３０分ごろが満潮の時刻であったの

で、０８時３０分ごろ出港し、１１時ごろには本件採取作業を終える

予定だった。 

 調査員Ａは、一般的に総トン数が約３トンの船であれば、最大喫水

が約１.５ｍであると認識しており、本事故時、本件調査地点の水深

が約３ｍであったので、本件採取作業の実施には問題ないものと思っ

ていた。 

 調査員Ａは、船長が、野母浦北東部で素潜り漁の経験があることを

聞いていたので、本件調査地点付近の海底の状況を把握しているもの

と思い、本件採取作業に注意を向けていた。 

 調査員Ａは、本件調査地点において作業中、風が強くなったと感じ

たが、船長から注意等がなかったので、本件採取作業には問題ないも

のと思っていた。 

 本船のふだんの喫水は、船首約０.４５ｍ、船尾約１.２５ｍであっ

た。 

 九州沿岸水路誌には、野母浦に関し、次のとおり記載されている。 

  野母浦の北東側一帯は砂浜であるが、その海岸に並行して約１km

の間、干出する岩棚と暗岩が続いている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

あり 

 本船は、風力４～５の西北西風が吹き、波高約０.６～１ｍの波浪

が生じている状況下、野母浦北東部の岩礁域において、停留して本件

採取作業を実施中、船長及び調査員Ａが、危険な岩礁が本件調査地点

の風下側にあることに気付かなかったことから、風に圧流されて同岩

礁に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、調査員が危険な岩礁などを把握しており、風力４～５の状

況下では危険な岩礁が間近にある調査地点は避けるものと思っていた

こと、及び近くに危険な岩礁があれば調査員から報告があると思って

いたことから、危険な岩礁が本件調査地点の風下側にあることに気付

かなかったものと考えられる。 

 調査員Ａは、船長が本件調査地点付近の海底の状況を把握している

と思っていたこと、及び本件採取作業に注意を向けていたことから、

危険な岩礁が本件調査地点の風下側にあることに気付かなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が、風力４～５の西北西風が吹き、波高約０.６～

１ｍの波浪が生じている状況下、野母浦北東部の岩礁域において、停

留して本件採取作業を実施中、船長及び調査員Ａが、危険な岩礁が本

件調査地点の風下側にあることに気付かなかったため、風に圧流され

て同岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  調査員は、本事故後、次の対策を採った。 

 ・作業中は、作業船に吹き流しを立て、風向及び風速を観測しなが

ら作業を行い、作業中止基準を明確に判断できるようにした。 

 ・岩礁域では、喫水が浅い小型の船外機船で底質調査を行うように

した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・作業前に作業内容、気象、海象、水路状況等についての打合せを

行い、情報を共有するとともに必要に応じて見張り要員等を乗船

させること。 

 ・作業中止基準に達するおそれがある場合には、作業の実施又は継

続の可否について協議すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樺島大橋 

野 母 浦 

脇岬港 

脇 岬 

樺  島 

樺島港外防波堤灯台 

長 崎 市 

事故発生場所 

（平成２７年１月９日 

 ０８時５０分ごろ発生） 

× 

事故発生場所付近拡大図 

長崎県長崎市 

長崎港 

長崎半島 


